
政
令
第
四
百
十
三
号

自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
法
第
七
十
五
条
の
八
及
び
第
七
十
五
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
五
条
の
六
並
び

に
第
七
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
申
出
書
」
を
「
申
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
出
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
証
明

書
）
」
を
「
証
明
書
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
う
む
つ
た
」
を

「
被
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書

並
び
に
証
明
書
及
び
診
断
書
」
を
「
申
出
書
及
び
証
明
書
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項

と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
及
び
証
明
書
等
の
持
参
又
は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に



対
し
、
当
該
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
当
該
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛
官
は
、
当
該
申
出
書
及
び
証
明
書
等

を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に
持
参
し
、
又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
申
出
書
」
を
「
申
出
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
出
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
本
条

中
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
同

項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前

三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
及
び
証
明
書
等
の
持
参
又
は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に

対
し
、
当
該
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
当
該
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛
官
は
、
当
該
申
出
書
及
び
証
明
書
等
を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に

持
参
し
、
又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
九
十
一
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
二



項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

地
方
協
力
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
命
令
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
招
集
命
令
を
受
け
る
べ
き
予
備
自
衛

官
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
招
集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
は
、
当
該
招
集
命
令
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
予
備
自
衛
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ

れ
た
時
に
当
該
予
備
自
衛
官
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
条
中
「
前
四
条
」
を
「
第
九
十
八
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、
「
届
出
書
」
を
「
届
出
書
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
届

出
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
書
類
」
を
「
書
類
（
同
項
に
お
い
て
「
診
断
書
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

予
備
自
衛
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
及
び
診
断
書
等
の
持
参
又
は
送
付
に
代
え
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に

対
し
、
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
当
該
診
断
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
備
自
衛
官
は
、
当
該
届
出
書
及
び
診
断
書
等
を
当
該
地
方
協
力
本
部
長
に

持
参
し
、
又
は
送
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。



第
百
二
条
の
五
第
二
項
中
「
の
長
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
部
隊
の
長
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第

五
項
を
第
七
項
と
し
、
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

地
方
協
力
本
部
長
又
は
指
定
部
隊
の
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
命
令
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
招
集
命
令
を

受
け
る
べ
き
即
応
予
備
自
衛
官
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
招
集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
又
は
指
定
部
隊
の
長
は
、
当
該
招
集
命
令
書
を
交
付
し
た

も
の
と
み
な
す
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
即
応
予
備
自
衛
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

が
さ
れ
た
時
に
当
該
即
応
予
備
自
衛
官
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
条
の
八
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
の
九
中
「
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
の
十
一
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

地
方
協
力
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
を
受

け
る
べ
き
予
備
自
衛
官
補
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供



す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
方
協
力
本
部
長
は
、
当
該
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
を
交
付
し
た
も
の

と
み
な
す
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
は
、
当
該
予
備
自
衛
官
補
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が

さ
れ
た
時
に
当
該
予
備
自
衛
官
補
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
条
の
十
四
中
「
第
百
二
条
」
を
「
第
百
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

自
衛
隊
の
任
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
予
備
自
衛
官
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
に
対
す
る
招
集
命
令
書
並
び
に
予
備
自

衛
官
補
に
対
す
る
教
育
訓
練
招
集
命
令
書
の
交
付
等
に
つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。


